
 

 

●よくあるご質問 

〔他の奨学金との関係について〕 

Ｑ１ 愛知県高等学校等奨学給付金など、他の奨学金との併給は可能ですか。 

 Ａ１ 愛知県高等学校等奨学給付金や他の奨学金との併給も可能です。 

 

〔保護者等について〕 

 Ｑ２ 市外に単身赴任している保護者がいる場合、対象になりますか。 

Ａ２ 保護者等の一方が単身赴任等で名古屋市外に住民登録がある場合でも、生徒と同居する

保護者が名古屋市内に住民登録があれば対象となります。 

 Ｑ３ 基準日である７月１日時点では名古屋市に住民登録をしていましたが、転居して現在は

名古屋市外に住民登録しています。対象になりますか。 

 Ａ３ 対象になります。申請時は現時点の市外の住所を入力してください。学校にて７月１日

時点の住所を確認します。 

Ｑ４ 生徒が親権のある者及びその配偶者と同居していますが、配偶者は生徒の親権を持って

いない場合、税情報等の確認対象となりますか。 

Ａ４ 対象となります。保護者等として申請してください。 

 

〔申請書について〕 

 Ｑ５ 日常的に使用している氏名が、住民票上のものと異なる場合、申請書の氏名の表記はど

のようにすればよいですか。 

 Ａ５ 住民票上の氏名を入力・記入してください。旧字、外国籍の方は登録名でお願いします。

通称名を使用している外国籍の方は、通称名を併記してください。なお、奨学生と認定さ

れた場合に奨学金の振込先となる預金口座の名義も、申請者氏名と合致している必要があ

ります。 

 

〔所得証明書類について〕 

 Ｑ６ 所得証明書類(課税証明書)の提出が必要な場合で、保護者の一方が、もう一方の保護者

の控除対象配偶者になっている場合に、主たる生計維持者１名分の所得証明書類の提出で

足りますか。 

 Ａ６ 保護者等の全員分の市町村民税の所得割額を確認する必要があるため、控除対象配偶者

になっている場合でも、所得証明書類の２名分提出は必要です。ただし、所得証明書類の

提出が必要になるのは、次のいずれかに当てはまる方です。 

① 令和7年1月1日現在、生徒及びその保護者等が名古屋市に住民登録をしていない 

② 紙による申請を行う方で、奨学金支給申請書(紙)の同意事項欄に同意をしない 

③ 紙による申請を行う方で、奨学金支給申請書(紙)の同意事項欄に同意をするが、 

高等学校等奨学給付金等の申請において所得証明書類を学校に提出していない 

  

〔奨学金の振込みについて〕 

 Ｑ７ 奨学金が振込まれる金融機関に制限はありますか。 

 Ａ７ ネット銀行含め、三菱ＵＦＪ銀行(名古屋市の指定金融機関)との間で口座振替が可能な

金融機関であれば振込可能です。 

 

 


